
広尾町森林組合 

南十勝森林組合 

浦幌町森林組合 

西十勝森林組合 
 

清水町森林組合 

陸別町森林組合 
足寄町森林組合 

十勝広域森林組合 

十勝大雪森林組合 

幕別町森林組合 

本別町森林組合 

６ 森林組合 

森林組合は、地域の森林所有者が林業

経営のために出資して設立した協同組合

です。 

管内 19市町村には 11の森林組合があ

り、組合員のために、植林や下刈、除伐

や間伐などの山づくりから丸太の生産・

販売を行っているほか、木材加工施設を

有し、製材やチップなどを生産している

組合もあり、山村地域の雇用の場として

の役割も担っています。 

 

 

 

 

 

 

森林組合の経営基盤(R3) 
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区分 

経営基盤 執行体制（人） 

森林面積（ha） 組合員数（人） 

役員数 職員数 地区内 

民有林 
組合加入 

加入率

（％） 
合計 正組合員 准組合員 

管内 228,417 161,918 70.9% 5,772 5,646 126 115 105 

全道 1,863,449 988,254 53.0% 37,260 36,411 849 761 550 

出典：北海道林業統計（令和 3年度版） 

(千円) 

出典：北海道林業統計（令和 3年度版） 



 

製材工場の見学 

７ 流域森林・林業活性化への取組 

（１）森林の流域管理システムについての概要 

森林の流域管理システムとは、森林を管理する上で合理的な地域の広がりである流域（全国

158 流域、全道 13 流域）を基本単位として流域内の市町村、森林・林業・木材産業関係者等の

多様な関係者の協議・合意の下に、その流域の特性に応じた、民有林・国有林を通じた適切な森

林整備と林業等の活性化を図るものです。 

 平成３年度改正の森林法で森林の流域管理システムが林政の柱として位置づけられ、推進体制

整備のため十勝流域森林・林業活性化センターが設立、「十勝流域林業活性化基本方針」を策定

し活動を開始しました。更に、森林・林業・木材産業の活性化に向けての重点的取組方向・具体

的取組・年度別事業計画をとりまとめた「十勝流域森林・林業活性化実施計画書」を策定し、流

域活性化に向けた取組を行っています。 

 

（２）主な取組 

① 担い手育成事業（林業体験学習） 

 林業・木材産業に興味・関心を持つ人や就職・転職を希望する人に対して、就業への意欲

促進を図っています。 

 ○ 帯広農業高校森林科学科生徒に対する取組 

（１年生）目的：林業体験等を通じて専門知識・技術を習得する 

     内容：枝打ち体験や製材工場の見学など 

（３年生）目的：現場見学を通じて森林・林業への理解を深め視野を広げる 

     内容：路網整備事業・治山事業現場の見学など 

 ○ とかち林業・木材産業魅力体感ツアーの開催 

  目的：林業・木材産業の魅力をＰＲするため、広く参加を募り、 

苗木が木材製品となるまでの「木の一生」を見学。 

   内容：苗畑・伐採現場・製材工場の見学 

 

② 森林認証検討事業 

 地域材の付加価値の向上、無秩序な伐採の抑制、再造林の推進等を通じた林業･木材産業

の振興を図るため、地域が一体となった森林認証の取得及び認証材の普及を進めています。 

 また、とかち森林認証協議会と連携して「十勝管内森林認証に関する勉強会」を開催する

など、森林認証の活用方法を検討しています。 

  

 十勝管内森林認証に関する勉強会 

開催日 内容 

令和 5年 3月 1日 ①建築への森林認証材の利用の現状  

講師：株式会社シェルター 

②動き出した日本の森林認証！その課題と展望 

 講師：一般社団法人緑の循環認証協議会 

令和 4年 2月 24日 ○森林認証のメリットについて 

 講師：東京チェーンソー 
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緑の募金活動 緑化普及宣伝活動（木工体験） 

 

③ 十勝緑化推進協議会事業（補助） 

緑化運動を推進することによって森林資源の造成、国土の保全及び環境緑化をはかってい

ます。「森だくさん事業」や「十勝げんきの森・体感事業」などの助成事業を通じた、各地

域での環境緑化活動や自然観察会などの人材育成並びに小・中学校での森林環境教育などの

推進をはじめ、緑の募金活動や緑化普及宣伝活動を行っています。 

 

  

十勝緑化推進委員会による助成事業 
   

  R2 R3 R4 R5 

森だくさん事業 8市町村 9事業 8市町村 9事業 8市町村 9事業 8市町村 9事業 

十勝げんきの森・体感 

事業 
0事業 1市町村 2事業 0事業 1市町村 2事業 
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８ 林業担い手対策 

(１)林業労働者数          

管内の林業労働者数は、直近 10年間で大きな変化はなく、年齢構成は 60歳以上の割合が高

い状態が続いています。 

持続的な森林整備を進めるためには、今後増加する高齢者の退職に備え、新たな担い手の育

成・確保を図ることが重要となっているため、十勝流域森林・林業活性化センターや地域の事

業体と行政機関で構成される十勝地域林業担い手確保推進協議会と連携して、就職相談会や林

業体験などのイベントを開催し、就業先としての林業のＰＲに取り組んでいます。 

 

 

 

 

 (２)林業労働安全 

林業の労働災害の発生率は、他産業に比べて高い状態にあります。 

労働災害を防ぐためには、労働者の安全確保や労働負荷を軽減するなど、林業現場の労働環

境の改善が必要であり、高性能林業機械の導入や、作業員の安全装備等の普及促進などの安全

衛生対策が推進されています。 

また、林業・木材製造業労働災害防止協会北海道支部と連携して、合同安全パトロールを実

施し、作業現場の問題点を洗い出すことで災害を未然に防ぐ取り組みを行っています。 
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(人) 

 

 

安全パトロール 高性能林業機械 

「林業労働実態調査」より 



Ⅱ公益的機能の維持増進 

１ 林地の適正な開発 

（１）林地開発許可制度の役割 

森林の無秩序な開発を防止し、林

地の適正な利用を確保して森林の持

つ公益的機能を維持するため、森林

法の中に林地開発許可制度がありま

す。この制度では、１ha（太陽光発

電設備の設置を目的とする場合は

0.5ha）を超える森林を開発しようと

する者は知事の許可を受けなければ

なりません。 

許可の基準としては、開発行為に

より災害や水害が発生しないこと、

森林が持っている水源をかん養する

働きや開発地周辺の環境に著しい影 

響を与えないことなどが定められて 

います。 

 

 

（２）林地開発の現状 

  林地開発制度が創設された昭和 49年から令和 4年度までの許可状況をみると、件数 2,080件、

面積 7,634ha の開発が行われております。年度によって増減がありますが、平成 6 年頃から横

ばい傾向にあり、近年は農用地の造成が主なものとなっております。 

【資料 ： 令和５年３月３１日現在 林地開発許可事務実施状況（～Ｒ４）】 
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事業場の設置（建設機械の試験場） 

【浦幌町】 
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２ 保安林 

（１）保安林の機能と役割 

 森林は、木材生産の場だけでなく、

国土の保全、水資源のかん養、生活

環境の保全、森林レクリエーション

の場の提供などの公益的機能を持っ

ており、近年、このような機能に対

する関心はますます高まりを見せて

います。    

森林法では、公益的機能を発揮さ

せる必要のある森林をその目的に応

じ 17種類の保安林に指定し、適切な

施業によって保安機能を確保しま

す。 

 

 

（２）保安林の現状 

 管内の保安林は、北部の山地には主として水源かん養保安林、日高山脈周辺には土砂流出防

備保安林、内陸平坦部には防風保安林、太平洋沿岸には防霧保安林、国道、道道などの急傾斜

地には土砂崩壊防備保安林が配備されています。 

                      

  

（資料：令和４年３月３１日現在 北海道林業統計）       （資料：令和５年３月３１日現在 保安林情報処理システム） 
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防風

6,882

(8%)

防霧

13,810

(17%)

その他

3,128

(4%)

保安林面積（道有林・民有林）

水源かん養保安林 土砂流出・崩壊保安林

防風保安林 防霧保安林

その他保安林

土流・土崩
30,618
(37%)

水かん

28,566

(34%) 

単位（ha）

防風保安林【更別村】 

国有林

409,506 

(83%)

道有林

42,566 

(9%)

民有林

39,510 

(8%)

所有区分別・保安林面積

国有林 道有林 民有林

単位（ha）



 

３ 治山 

山地治山事業は、森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全

し、水資源の涵養、生活環境の保全・形成等を図る国土保全政策の一つです。 

十勝管内は、広大な十勝平野を潤す大小 200あまりの中小河川が十勝川へ注ぎ、内陸丘陵地帯

の急傾斜面が多いことから、少ない降水量で浸食崩壊が発生しやすい地質となっています。 

さらに近年は、局所的豪雨が多発傾向にあることから、流域における事前防災・減災に向けた

「緑の国土強靱化」・「５か年加速化計画」を推進し、山地災害からの復旧対策はもとより、予

防対策や森林の維持造成についても意識しながら計画を樹立し、安全で安心してくらせる国土づ

くり、豊かな水を育む森林づくり、身近な自然の再生等、多様で豊かな環境づくりを目的として、

地域森林計画に基づき効率的かつ緊急性の高いものから実施しています。 

また、治山施設整備と併せて、地球温暖化防止対策に向けた低炭素社会の構築や、水資源の確

保など、社会情勢の変化に適応した森林の持つ多面的機能の高度発揮、機能の低下した保安林の

整備や個別施設計画に基づいたインフラ長寿命対策などのほか、山地防災情報整備などのソフト

対策にも取り組んでいます。 
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Ⅲ 木育の推進  

１ 木育  

 「木育」とは、平成17年に道民の皆さんや道庁が一緒になって 

検討を進めた『木育（もくいく）』プロジェクトにおいて提案さ 

れた、子どもをはじめとするすべての人が「木とふれあい、木に  

学び、木と生きる」取組です。 

 

（１） 木育マイスター 

 北海道では木育を普及させる専門家として、「木育マイスター」を認定しています。 

森林空間活用や木工など、それぞれ強みのある専門知識を持ち、企画力やコーディネート力を

活かしながら、木育プログラムの企画立案や運営のプロデュースなどを行います。 

令和 5年 1月までに全道で 323名の木育マイスターを認定し、十勝には 26名の木育マイスター

が在住しています。 

 

 また、十勝管内在住の木育マイスターを中心に組織された「十勝木育マイスターの会」では、

情報交換や交流会などを実施しています。林業関係者や教育関係者、地域おこし協力隊など様々

な背景を持った木育マイスターは、各々特色ある活動をしながらも、こうしたつながりをスキル

アップや活躍の場を広げることに活かしています。 
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十勝 26

全道323
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木育マイスターの認定人数

十勝 全道

交流会に合わせて行われた木製遊具製作

過程の見学 

【内訳】 

帯広市   10 

音更町    4 

上士幌町  2 

新得町    2 

芽室町    1 

大樹町    3 

広尾町    1 

池田町    2 

足寄町    1 

 

（R5.1現在） 

管内の木育関係者が集って開催した

木育イベント 



（２）十勝の木育 

 十勝管内では、木育マイスターが市町村や教育機関、企業等の様々な主体と連携し、

幅広い年代への木育に取り組んでいます。北海道ではこうした木育活動を支援しなが

ら、「道民の理解の促進」「青少年の学習機会の確保」「道民の自発的な活動の促進」

を図っています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

２ ほっかいどう企業の森林づくり 

北海道では、社会貢献活動として森林整備に取り組んで頂ける企業や団体 

等と、企業等の支援を受けて協働による整備を希望する市町村等の森林所有 

者の橋渡しを行うことで、道内の森林整備を促進し、森林の持つ多様な役割 

を高めていく取組を行っています。 

 平成 19 年度にスタートしたこの取組により、令和 5 年 9 月末までに全道

で 75件の協定が締結され、十勝管内では 2件が締結されています。 
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紅葉の中でネイチャーゲー

ムを楽しむ大人たち 

保護者とともに木育紙芝居

に聞き入る子供たち 
木育を学んだ大学生が、子

供たちを相手に木育を実践 
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